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「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」展示基本設計業務仕様書 

 

１ 業務名 

「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」展示基本設計業務 

 

２ 業務の目的 

本業務は、「ワンヘルスの森 四王寺」（福岡県立四王寺県民の森）に整備する「ワンヘル

スの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」の展示基本設計を行うものである。 

 

３ スケジュール（予定） 

令和８年 ８月 契約締結 

令和８年 ９月 展示実施設計及び展示制作概算見積の中間報告 

令和９年 ２月 成果物提出（納品） 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

 

５ 施設の概要 

（１）名  称 「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」 

（２）所 在 地 糟屋郡宇美町大字四王寺２０７ 

（３）敷 地 面 積 9,754.83 ㎡ 

（４）構造・規模 木造平屋（予定） 

（５）延 床 面 積 650 ㎡程度 

（６）法 規 制 等 ① 都市計画区域  都市計画区域（区域区分：非設定） 

② 防火準防火地域 指定無し 

 

６ 業務範囲 

（１）展示基本設計 

① 展示学習室           １３８㎡ 

② バーチャル森林浴体験ルーム    ６４㎡ 

※ この他、研修室（１７４㎡）や交通部分（玄関やホール、廊下９１㎡）について

も、必要な範囲で展示設計を実施。 

（２）一般備品設計 

ビジターセンターの各所要室 

※ ビジターセンターの各所要室は、「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮

称）」等整備基本計画を参照。 
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７ 建築設計と展示設計における業務区分（案） 

建築設計（基本・実施設計）業務は、林業振興課が令和８年度に別途発注。業務区分は以下

のとおりとする。 

項目 建築 展示 備考 

全般 〇 △ 展示に係る部分は展示側から提案、調整。 

展示ケース、什器、模型、造形  〇  

映像、音響、情報機器（コンテンツ）  〇  

館内ピクトサイン 〇 △  

展示誘導ピクトサイン △ 〇  

空調設備 〇 △ 展示側から条件提示 

防災設備 〇 △ 展示側から条件提示 

衛生設備 〇 △ 展示側から条件提示 

電気設備 〇 △ 展示側から条件提示 

情報通信網設備（LAN、電話配線等） 〇   

一般備品 △ 〇  

※ ○は主体業務、△は補助的業務とするが、上記業務区分はあくまで概略である。記載

外の項目を含め、建築設計業務受注者、展示設計業務受注者及び発注者が詳細を調整

する。 

 

８ 業務の内容 

（１）展示基本設計 

展示（解説）内容の読解レベルは中学生程度とし、小学生以下の年齢層には指導者や保

護者等を通して理解ができる内容とする。 

① 全体的な構成の検討 

② ゾーニング及び動線計画の検討 

③ レイアウト及び展示・体験手法の検討 

④ 展示基本設計図及び設計説明書の作成 

⑤ イメージパースの作成 

⑥ 概略工程の作成 

⑦ 維持管理概算費の検討 

（２）展示実施設計及び展示制作見積 

以下に掲げる業務を参考に、展示実施設計及び展示制作の際に必要な事業費を算出す

ること。 

① 工種別細目の確定 

（意匠、造作、グラフィック、造形・模型、展示装置、映像・情報装置、映像・情報コン

テンツ、演出照明、サイン） 

② 実施設計図等の作成 

（意匠図（平面図・立面図・断面図）、造作図、グラフィック図、造形・模型図、展示装
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置図、映像・情報装置図、映像・情報コンテンツ図、演出照明・電気設備図、サイン図

等） 

③ 展示物の製作 

④ 展示制作物等の運搬搬入、設置、現場調整等 

⑤ 展示制作・施工工程表の作成 

⑥ その他、展示実施設計業務・展示制作に必要な一切の業務 

（３）一般備品設計 

展示のほか、ビジターセンターの各所室で必要な一般備品を整理した上でリスト化し、

必要な予算額を算出すること。 

 

９ 業務に当たっての留意事項 

（１）実施体制等 

① 「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」等整備基本計画の内容を確認し

た上で、発注者と十分に調整・協議しながら業務を行うこと。 

② 「ワンヘルスの森 四王寺ビジターセンター（仮称）」整備事業基本・実施設計業務の

受注者と密に相互調整のうえ、業務を進めること。 

③ 業務の遂行にあたっては本仕様書に基づくとともに、関係法令等を遵守すること。 

④ 業務に係る著作権及び肖像権等の権利関係を処理すること。 

⑤ この仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。 

⑥ 本業務を的確に遂行できる能力を有する者として、専門的な知識及び実績を有する業

務従事者を適切に配置するとともに、本業務を統括する管理責任者を選任すること。 

（２）展示関係 

① 県が別途導入予定の「森林浴ガイドナビゲーションシステム」や「効能の視覚化シス

テム」の利用促進を考慮した展示設計とすること。 

② 展示設計を検討するにあたり、自然や文化財、ワンヘルスに関する専門的な知識を有

する者の意見をヒアリングし、反映すること。 

③ 内装や什器等について、木材の利用が可能な部分については、県産木材による木質化

に努めること。 

④ ピクトグラム（絵文字）や点字による案内表示など、ユニバーサルデザインやバリア

フリーを考慮すること。 

⑤ 外国人を対象とした他言語表記の表示方法、内容等について検討を行うこと。 

⑥ 展示等制作物の構造やデザインは、操作性、安全性、衛生面を考慮すること。 

⑦ 展示等制作物のライフサイクルコストの低減や維持管理の容易さを考慮すること。 

⑧ 展示等制作物は、入れ替えや更新が安価かつ簡易に可能なものとし、可変性の高い展

示となるよう工夫すること。 

⑨ 環境負荷の低減（LED 照明、省エネルギー等）を考慮すること。 

 

10 成果物の提出（納品） 
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本業務の成果物の提出については、以下のとおりとする（各３部、書面はＡ４判、図面

はＡ３判を基本とする）。 

（１）展示基本設計 

① 展示基本設計図 

② 展示基本設計説明書 

③ 展示概略工程表 

④ 展示維持管理費概算計算書 

（２）展示実施設計及び展示制作見積 

① 展示実施設計見積書 

② 展示制作見積書 

（３）一般備品設計 

① 一般備品一覧表 

② 一般備品見積書 

（４）その他関連業務 

① 打合せ記録簿 

（５）上記（１）～（４）の電子データ（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ） 

 ※ 電子データは、原則Ａｄｏｂｅ ＰＤＦ及びＭｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅで閲

覧・編集可能なものとすること。 

 

11 提出書類等 

受注者は、契約締結後、下記書類を速やかに提出し、発注者に承諾を得るものとする。 

（１）業務実施計画書 

（２）工程表 

（３）担当者届、担当者経歴書 

（４）その他発注者が指示する書類 

   

12 再委託について 

（１）受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して、第三者に委任し、又は再委託して

はならない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、若しくはプロ

ポーザルの企画提案書等に沿った業務体制と認められる場合は、業務の一部を再委託

することができる。 

（２）（１）で認められた場合、受注者は、再委託の相手方、再委託する理由及び内容、契

約金額、その他必要事項をあらかじめ発注者に提出し、書面により承認を受けなけれ

ばならない。 

 

13 契約期間中の打合せ 

契約期間中は、原則として月１回程度、対面で打合せを行うこととする。打合せ記録に

ついては受注者が作成し、発注者の確認を得るものとする。 
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14 完了報告及び検査 

 受注者は、業務を完了したときは、履行期限までに成果物及び完了報告書を提出し、発

注者の検査を受けるものとする。修正が必要な場合は、速やかに発注者の指示のもと修

正を行い、その費用は全て受注者の負担とする。 

 

15 著作権等 

（１）本業務における成果物の取扱い 

① 本業務の履行における成果物の所有権は全て発注者に帰属するものとする。 

② 成果物が著作権法（昭和 45 年法律第 48 条）第２条第１項第１号に規定する著作物

（以下、「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権

（著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡時に

発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者が従来から権利を有していた受

注者固有の知識、技術に関する権利等（以下、「権利留保物」という。）については、受

注者に留保するものとし、この場合、発注者は権利留保物についての当該権利を非独

占的に使用できるものとする。 

（２）著作権・知的財産権の使用 

本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権その他の権利を使用する場合は、受

注者がその使用に関する一切の責任、費用負担を負うものとする。また、使用する写真の

被写体が人物の場合、肖像権の侵害が生じないよう留意すること。 

 

16 資料等の貸与 

（１）発注者は、受注者から業務上必要な資料等の貸与を求められた場合、これを貸与す

る。 

（２）受注者は、貸与された資料等の取扱い及び管理に十分注意するとともに、本業務の

目的以外に使用してはならず、業務完了後は速やかに返却するものとする。 

 

17 守秘事項等 

（１）受注者は、本業務における成果については、発注者の承諾なく外部に提供したり、他

の目的に使用したりしてはならない。 

（２）受注者は、業務の履行にあたって、知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（３）受注者は、業務従事者及び 12 の規定により再委託する場合の再委託先並びにそれら

の使用人（以下、「従事者等」という。）に対して、（１）及び（２）の規定を遵守させ

なければならない。 

（４）発注者は、受注者が（１）から（３）までの規定に違反し、発注者又は第三者に損害

を与えた場合は、受注者に対し業務に係る契約の解除又は損害賠償の請求をすること

ができる。 

（５）（１）から（４）までの規定は、契約期間の満了後又は契約解除後も同様とする。 
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18 個人情報の保護 

受注者は、個人情報の取扱いについては、別記「保有個人情報取扱特記事項」（以下、

「特記事項」という。）を遵守しなければならない。従事者等に対しても、同様に、特記

事項を遵守させなければならない。 

 

19 損害賠償 

受注者は、その責めに帰すべき事由により、この業務の実施に関し第三者に損害を与

えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

 

20 その他 

この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書について疑義の生じた事項については、

発注者と受注者とが協議して決定する。 

 

  



7 

 

別記 

保 有 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、甲が保有する個人情報（以下「保有個人情報」という。）の保護の重要性を認識し、

この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条第２項において準用される同条第１項

の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５

年法律第２７号）第１２条の規定に基づき、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

 

 （管理及び実施体制） 

第２ 乙は、保有個人情報の適切な管理を確保する任に当たる者又は組織（以下「保護管理責任者

等」という。）並びに権限を明らかにし、安全管理上の問題への対応や監督、点検の実施等の措

置が常時講じられる体制を敷かなければならない。 

２ 乙は、この契約により、保有個人情報を取り扱う事務に従事する者の範囲、権限の内容等を明

確化及び必要最小限化し、特定された従事者以外の者が当該保有個人情報にアクセスすることが

ないよう、また、権限を有する者であっても、業務上の目的以外の目的でアクセスすることがな

いようにしなければならない。 

 

 （作業場所等の特定） 

第３ 乙は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うときは、その作業を行う場所

及び当該個人情報を保管する場所（保有個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する

室又は区域を含む。）を明確にし、あらかじめ甲の承諾を得るものとする。 

 

 （秘密の保持） 

第４ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

 （収集の制限） 

第５ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務を達成するた

めに必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

 

（持出しの禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務を処理するために必要がある場合を除き、甲から提供された保有

個人情報又は保有個人情報が記録された資料等（端末及びサーバに内蔵されているものを含む。

以下「記録媒体」という。）を作業場所又は保管場所の外へ持ち出してはならない。 

 

 （複写又は複製等の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務を処理するため、甲の承諾なしに保有個人情報又は記録媒体（以

下「保有個人情報等」という。）を複写し、又は複製してはならない。 

２ 前項の規定は、保有個人情報等の送信又は外部への送付、その他保有個人情報の適切な管理に

支障を及ぼすおそれのある行為について準用する。 

３ 乙は甲から前２項の承諾を受けた場合、保有個人情報等の誤送信、誤送付、誤交付、誤廃棄、

又はウェブサイトへの誤掲載等を防止するため、複数の従事者による確認や専用ソフトウェアの

導入等の必要な措置を講じるものとする。 
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 （利用及び提供の制限） 

第８ 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た保有個人

情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。 

 

 （廃棄等） 

第９ 乙は、甲から提供された保有個人情報等が不要となった場合には、保護管理責任者等の指示

に従い、当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により、当該情報の消去又は記録媒

体の廃棄等を行わなければならない。 

 

 （情報システムにおける安全管理措置） 

第１０ 乙は、上記のほか、甲から提供された保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合、そ

の秘匿性等その内容に応じて、次の措置を講じなければならない。 

一 アクセス制御のための認証機能設定、データ持出し時を含むパスワード等の定期又は随時

見直し、読取り防止措置 

二 作業場所等の入退管理やアクセス記録の保存、定期的分析を含むアクセス状況の監視、作

業を行う端末の限定（台数管理、盗難防止措置を含む。）、バックアップ記録の作成 ほか 

三 不正アクセス防止プログラム等の導入（最新化）をはじめとするサイバーセキュリティ水

準の確保 

四 その他部外者、第三者による閲覧（窃取）防止のために必要な措置 

 

 （従事者への研修） 

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、おそれを含む事故発生時の対応の

ほか、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た保有個人情報等の内容

をみだりに他人に知らせてはならないこと、その他情報システムの管理、運用及びセキュリティ

対策等の個人情報の保護に関し必要な事項を研修するものとする。 

 

 （再委託の禁止） 

第１２ 乙は、この契約による保有個人情報を取り扱う事務を自ら行うものとし、甲の承諾がある

ときを除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。 

 

 （資料等の返還等） 

第１３ 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若し

くは作成した保有個人情報等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただ

し、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

 （事故報告） 

第１４ 乙は、保有個人情報の漏えい等安全管理上の問題となる事案が発生し、又は発生するおそ

れがあることを認識したときは、保護管理責任者等の指揮のもと、直ちに被害の発生又は拡大防

止に必要な措置を講ずるとともに、併せて甲に報告し、甲の指示に従い、その他の必要な措置を

講ずるものとする。 

２ 乙は、おそれを含め、前項の事案が発生した場合、その経緯、被害状況等を調査し、甲に書面

で報告するものとする。ただし、書面報告を行う暇がない場合等はこの限りではない。 

３ 乙は、第１項の事案が発生した場合であって、甲から保有個人情報の漏えい等に係る個人情報

保護委員会への報告を求められたときは、甲の指示に従うこと。 

 

 （調査） 
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第１５ 甲は、乙に対し、保有個人情報等の安全管理状況について、随時実地の調査等を行うもの

とする。 

 

 

 （指示及び報告） 

第１６ 甲は、必要に応じ、乙に対し、保有個人情報等の安全管理措置に関する指示を行い、又は

報告若しくは資料の提出を求めるものとする。 

 

 （取扱記録の作成） 

第１７ 乙は、甲から提供された保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報

等の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 

 

 （運搬） 

第１８ 乙は、この契約による事務を処理するため、又は当該事務完了後において個人情報が記録

された資料等を運搬するときは、保有個人情報等の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、乙

の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。 

 

 （契約解除及び損害賠償） 

第１９ 甲は、乙が保有個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除及

び損害賠償の請求をすることができるものとする。 

 

注 

 １ 甲は発注者である福岡県を、乙は受注者を指す。 

２ 前記特記事項中第１、第２、第４、第１１から第１４まで及び第１９に掲げる事項について

は、必須事項である（契約書中に別に定めがある場合を除く。）が、その他委託事務の実態に

即して、適宜必要事項を追加し、又は不要な項目を省略することができる。 

３ 「保有個人情報の秘匿性等その内容」には、特定の個人の識別の容易性の程度、要配慮個人

情報の有無、特定個人情報の有無、漏えい等が発生した場合に生じ得る性質・程度等が含まれ

る。 

 

 

 


